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一　

は
じ
め
に

　
「
雲
夢
龍
崗
秦
簡
」（
以
下
、「
龍
崗
秦
簡
」
と
略
称
す
る
）
は
一
九
八
九
年

末
、
中
国
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
・
雲
夢
縣
博
物
館
が
中
国
湖
北
省
・
雲
夢

県
・
雲
夢
城
の
南
東
郊
外
（
北
緯
３
１
度
、
東
経
１
１
３
度
４
５
分
）
の
龍
崗

で
発
掘
し
た
古
墓
Ｍ
６
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
当
該

竹
簡
に
つ
い
て
の
紹
介
と
解
釈
研
究
は
劉
信
芳
・
梁
祝
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』（
科

学
出
版
社
一
九
九
七
年
七
月
、
以
下
「
科
学
出
版
社
版
」
と
略
称
す
る
）
と
中

国
文
物
研
究
所
、
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
龍
崗
秦
簡
』（
中
華
書
局
二
〇

〇
一
年
八
月
、
以
下
「
中
華
書
局
版
」
と
略
称
す
る
）
が
あ
り
、
前
者
は
発
掘

し
た
考
古
学
専
門
家
の
研
究
で
、
後
者
は
文
字
学
専
門
家
の
研
究
で
あ
る
。
竹

簡
自
体
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以

下
の
い
く
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。

　

ま
ず
、当
該
竹
簡
の
年
代
と
は
、そ
の
上
限
に
、簡
文
に「
皇
帝
」「
黔
首
」「
馳

道
」
な
ど
固
有
名
詞
が
出
て
い
る
の
で
、
秦
の
始
皇
帝
が
統
一
し
た
あ
と
の
時

代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
下
限
は
副
葬
さ
れ
た
木
牘
に
「
九
月
丙
申
」
と
い

う
日
付
か
ら
秦
末
か
前
漢
初
期
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
当
該
竹
簡
を
発
掘
し
た

状
況
は
発
掘
者
の
報
告
に
よ
る
と
竹
簡
は
棺
内
の
死
体
の
足
も
と
の
と
こ
ろ
で

発
見
さ
れ
、
保
存
状
態
は
よ
く
な
く
、
散
乱
し
た
状
態
で
あ
る
。
現
場
で
発
掘

し
た
と
き
作
っ
た
「
出
土
登
録
号
」
は
１
番
〜
２
８
３
番
で
あ
る
一

。
発
掘
者

は
竹
簡
は
も
と
も
と
は
一
冊
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（「
科
学
出
版
社
版
」

ｐ
１
１
）
と
推
測
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
冊
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
説
も
あ
る
（「
中
華
書
局
版
」
ｐ
４
）。
竹
簡
の
形

式
に
つ
い
て
は
、
無
傷
で
あ
る
竹
簡
で
見
る
と
簡
の
長
さ
２
８
㎝
、
幅
０
・
５

〜
０
・
７
㎝
、
厚
さ
０
・
１
㎝
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
簡
の
長
さ
は
当
時
の
度
量

　
　
　

龍
崗
秦
代
簡
牘
に
お
け
る
古
文
字
の
特
徴

　
　
　
　
　
　
　

 

馬　
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衡
制
と
し
て
は
１
尺
２
寸
二

で
あ
る
。

　

当
該
竹
簡
の
文
字
自
体
に
つ
い
て
は
、
筆
で
竹
簡
の
「
蔑
黄
」（
竹
の
裏
面
）

に
書
い
た
「
秦
隷
」
で
あ
り
、
書
き
方
に
よ
る
と
同
じ
人
物
が
書
い
た
も
の
だ

と
い
え
る
。
文
字
の
構
造
は
み
な
左
か
ら
右
に
斜
め
に
な
っ
て
い
て
、
大
分
篆

書
の
風
か
ら
脱
出
し
、
殆
ど
隷
書
風
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
文
字
に
よ
っ
て

は
少
し
草
書
風
に
見
え
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
（「
中
華
書
局
版
」
ｐ
４
）。

　
「
龍
崗
秦
簡
」
の
文
字
は
簡
牘
文
字
資
料
の
重
要
な
一
つ
と
見
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
文
字
自
体
の
研
究
も
不
可
欠
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
本
稿
で
は
当
該
簡

文
に
お
け
る
文
字
の
書
き
方
や
使
い
方
を
め
ぐ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
文
字
統
一
し

た
秦
時
代
文
字
の
実
態
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　
　

二　

篆
書
風
濃
厚
な
「
古
隷
」
文
字

　

上
述
し
た
よ
う
に
龍
崗
秦
簡
の
年
代
は
秦
末
か
ら
前
漢
初
期
の
間
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、当
該
簡
文
に
表
す
文
字
は
秦
の
文
字
統
一
し
た
「
篆
書
」

と
違
っ
て
、い
わ
ゆ
る
「
秦
隷
」
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
「
秦
隷
」
は
当
時
、
標
準
語
と
し
た
「
篆
書
」
と
比
べ
れ
ば
一
体

ど
の
程
度
の
相
違
が
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
「
秦
隷
」
は
秦
漢
代
の
「
篆

書
」
と
「
隷
書
」
の
沿
革
史
に
ど
う
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
か
の
問
題

を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
簡
文
に
表
す
「
律

文
」「
郡
県
」「
禁
苑
」
な
ど
の
語
を
例
と
す
る
表
（
Ⅰ
）
に
し
て
、
秦
の
文
字

統
一
し
た
後
の
龍
崗
秦
簡
の
「
秦
隷
」
文
字
を
中
心
と
し
て
、
秦
の
文
字
統
一

す
る
前
の「
秦
隷
」（
睡
虎
地
秦
簡
の
文
字
）と
、
秦
の
文
字
統
一
し
た「
篆
書
」

（（
清
）
段
玉
裁
『
説
文
解
字
段
注
』
に
採
用
さ
れ
た
篆
書
）
と
、
そ
の
の
ち
に

で
き
た
「
漢
隷
」（（
清
）
顧
藹
吉
『
隷
辨
』
収
入
し
た
漢
代
碑
文
）
な
ど
の
文

字
を
比
較
し
な
が
ら
そ
の
答
え
を
探
求
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

文
字
の
性
格
と
は
構
造
・
字
形
・
運
筆
な
ど
三
つ
の
要
素
し
か
な
い
の
で
、

こ
の
よ
う
な
三
要
素
か
ら
検
討
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
龍
崗
秦
簡
文
字
の
構
造
か
ら
い
う
と
、
後
漢
の
碑
文
の
よ
う
な
典
型

的
な
漢
隷
と
比
較
す
れ
ば
、
確
か
に
小
篆
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い

が
、漢
隷
と
も
大
分
違
う
面
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
変
わ
っ
た
例
と
す
れ
ば
、

「
縣
」
の
左
側
の
「
県き

ょ
う」（

首
を
倒
に
し
て
懸
け
た
形
）
の
下
部
の
髪
は
曲
げ
た

形
か
ら
直
線
に
、
ま
た
右
に
あ
る
「
聿
」
の
下
部
の
曲
線
も
直
線
に
な
っ
た
の

は
、
ま
さ
に
「
直
線
化
し
た
筆
画
を
用
い
て
篆
書
の
屈
曲
線
を
変
え
た
」
三

と

い
う
典
型
的
な
秦
代
俗
体
字
で
あ
る
。
後
の
漢
隷
の
発
端
と
な
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
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表
Ⅰ
：
龍
崗
秦
隷
字
例
の
篆
書
・
他
秦
隷
・
漢
隷
と
の
対
照

　

ま
た
、「
律
」
の
「
彳
」
偏
の
縦
棒
は
ま
っ
す
ぐ
に
一
直
線
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
確
か
に
曲
線
を
主
体
と
す
る
篆
書
と
違
う
が
、
漢
隷
体
と
も
違
う
。
文
字

の
構
造
は
篆
書
体
よ
り
簡
略
（
省
画
）
化
さ
れ
た
部
分
が
少
な
く
な
い
。
例
え

ば
、「

」
か
ら
「
口
」
に
な
り
、「

」
の
下
に
あ
る
構
成
要
素
を
「
卩
」

に
省
略
し
た
。
当
該
簡
文
に
は
篆
書
体
か
ら
隷
書
へ
の
構
造
的
な
変
化
、
い

わ
ゆ
る
「
隷
変
」
は
他
に
も
数
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、「
史
」
は
「

」
か
ら

「

簡26

」
に
な
り
、「
吏
」
は
「

」
か
ら
「

簡253

」
に
な
り
、「
少
」

は
「

」
か
ら
「

簡170

」
に
な
り
、「
與
」
は
「

」
か
ら
「

簡

162

」（
特
に
下
部
）
に
な
っ
た
。
ま
た
は
さ
ん
ず
い
偏
や
し
ん
に
ょ
う
偏
な
ど

の
変
化
も
は
っ
き
り
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
龍
崗
秦
簡
文
字
は
秦
隷
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

　

た
だ
し
、
殆
ど
変
わ
り
が
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。
例
え
ば
「
禁
」
は
篆
書
で

書
く
同
じ
字
と
は
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。「
苑
」
の
下
部
に
多
少
簡
略
化
し
た

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
ず
、
特
に
草
冠
は
篆
書
そ
の
ま
ま
に

残
さ
れ
て
い
た
。「
縣
」
の
左
側
は
変
わ
っ
た
が
、
右
側
の
「
系
」
字
は
変
わ

り
が
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
表
Ⅰ
に
載
せ
な
い
字
例
に
つ
い
て
い
う
と
、
例
え
ば

「
皇
」「
大
」「
言
」「
犬
」「
取
」「
反
」
な
ど
の
書
き
方
や
ま
た
部
首
の
列
火

偏
や
け
も
の
偏
な
ど
も
変
わ
り
が
見
え
な
い
。「
農
」
字
は
そ
の
ま
ま
篆
書
体

「

」
の
ま
ま
、「

簡156

」
で
書
い
て
、「
知
」
は
「

」
の
ま
ま
で

「

簡196

」
で
書
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
、
龍
崗
秦
簡
文
字
の
字
形
は
縦
長
方
形
で
あ
る
の
で
、
篆
書
の
構
造
の

ま
ま
で
変
わ
り
が
な
く
、
後
の
漢
隷
の
横
長
方
形
と
は
違
う
こ
と
は
一
目
瞭
然

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
研
究
者
た
ち
の
殆
ど
は
無
視
し
て
い
る
が
、
秦
隷

と
漢
隷
と
を
区
別
す
る
主
な
相
違
点
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
も
字
形
を
決
め
る

理
由
は
運
筆
の
特
徴
に
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
、
秦
隷
の
運
筆
の
特
徴
に
つ
い
て
最
も
漢
隷
と
違
う
の
は
、
書
く
人
間

の
癖
（
例
え
ば
龍
崗
秦
簡
の
文
字
が
す
べ
て
斜
め
に
な
る
の
は
、
書
い
た
人
間

の
癖
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
）
を
除
い
て
基
本
的
に
は
篆
書
の
筆
を
離
さ
ず
屈

曲
し
た
字
を
書
く
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漢
字
の
構
成
要
素
の
基
本
的
な

字
画
と
言
え
る
横
棒
と
縦
棒
は
、
漢
隷
の
よ
う
に
筆
跡
の
強
弱
を
極
端
に
変
化

さ
せ
た
形
跡
が
全
く
現
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
「
禁
」
の
「
示
」
の
二
本
の
横

六
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棒
が
漢
隷
の
最
も
特
徴
と
な
る
左
右
の
払
い
で
波
打
つ
よ
う
な
運
筆
で
は
な

い
。
こ
の
理
由
で
漢
隷
の
よ
う
に
重
心
を
字
の
左
に
寄
せ
て
太
い
波
形
の
画
で

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
必
要
が
な
い
の
で
、
漢
隷
の
横
長
で
あ
る
特
徴
も
な
い
。

　

果
し
て
、
運
筆
の
変
化
が
筆
・
竹
簡
な
ど
書
く
材
料
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
秦
時
代
は
漢
代
、
特
に
後
漢
時
代
の
よ
う
に
紙
に
文
字
を
書
く

毛
筆
よ
り
硬
筆
の
使
用
が
多
か
っ
た
時
代
で
あ
る
の
で
、
字
形
は
ど
う
省
略
し

て
も
篆
書
の
筆
を
離
さ
ず
屈
曲
す
る
よ
う
な
書
き
方
し
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

硬
筆
を
使
用
し
た
実
態
は
な
か
な
か
実
証
で
き
な
か
っ
た
が
、
２
０
０
２
年
に

里
耶
秦
簡
の
秦
代
文
書
を
発
見
し
て
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

秦
隷
文
字
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
毛
筆
で
は
な
く
硬
筆
で
書
い

た
も
の
と
判
断
で
き
た
。
私
見
で
あ
る
が
、
毛
筆
で
書
か
れ
た
龍
崗
秦
簡
や
睡

虎
地
秦
簡
の
秦
隷
文
字
は
副
葬
品
と
し
て
、
墓
主
の
生
前
の
身
分
を
表
す
貴
重

な
証
拠
品
（
い
ず
れ
も
普
通
の
行
政
文
書
に
よ
り
重
要
度
が
非
常
に
高
い
法
律

の
内
容
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
墓
主
が
生
前
に
使
っ
た
日
常
用
品
か
、

「
魔
除
け
、
辟
邪
の
目
的
が
副
葬
品
と
し
て
の
法
律
で
あ
っ
た
」
四

か
ど
う
か
判

断
し
に
く
い
面
が
あ
る
が
、少
な
く
と
も
当
時
の
職
場
で
の
公
文
書
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
里
耶
秦
簡
文
書
に
表
す
秦
隷
は
官
吏
た
ち
が
日
常
仕
事
を
描
い
た

行
政
書
類
で
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
硬
筆
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
（
写
真
）。

故
に
、
当
時
の
基
層
官
吏
た
ち
の
殆
ど
は
硬
筆
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
う

が
、
さ
ら
に
詳
し
い
実
証
は
他
の
出
土
文
字
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
も
う
少
し
時

間
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

里
耶
秦
簡
文
書
の
硬
筆
秦
隷
の
写
真
五

：

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
筆
者
は
龍
崗
秦
簡
に
表
す
秦
隷
文
字
は
確
か
に
篆
書

と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、「
隷
変
」
の
初
期
な
の
で
画
の
変
化
や
省
画
の
こ

と
だ
け
を
強
調
し
す
ぎ
た
過
大
な
評
価
を
す
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
秦
隷

と
は
篆
書
風
濃
厚
な
「
古
隷
」
文
字
と
い
う
判
断
を
す
れ
ば
妥
当
で
は
な
い
か
。

　
　

三　

簡
牘
に
現
れ
た
秦
隷
と
小
篆
と
の
共
存

　

文
字
の
特
徴
に
つ
い
て
更
に
指
摘
す
べ
き
点
を
述
べ
る
。
表
Ⅰ
の
中
の
秦
隷

Ⅱ
の
龍
崗
秦
簡
と
秦
隷
Ⅰ
の
睡
虎
地
秦
簡
文
字
と
を
比
べ
て
わ
か
っ
た
の
は
、

秦
の
文
字
統
一
し
た
あ
と
の
秦
隷
と
文
字
統
一
す
る
前
の
秦
隷
と
は
殆
ど
か
わ

り
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
で
大
篆
↓
秦
隷
↓
漢
隷
と
い
う
戦
国
の
正
規
文

字
か
ら
俗
体
字
へ
変
遷
し
た
道
は
秦
の
文
字
を
統
一
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
大

篆
↓
小
篆
の
変
化
ル
ー
ト
の
間
に
因
果
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
を
改
め
て
証
明

し
た
。
後
者
に
は
「
官
製
の
ル
ー
ト
」（
始
皇
帝
の
命
令
に
従
っ
て
朝
廷
官
僚

が
篆
書
を
小
篆
に
直
し
た
）
で
、
前
者
に
は
「
民
製
の
ル
ー
ト
」（
基
層
官
府

の
官
吏
た
ち
が
現
実
の
仕
事
を
速
や
か
に
果
た
せ
る
た
め
に
自
然
に
篆
書
を
省

略
し
た
り
、
変
え
た
り
し
た
）
と
名
付
け
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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小
篆
↓
↓
↓　
（
官
製
の
ル
ー
ト
）

　
　
　

大
篆

　
　
　
　
　
　
　
　

秦
隷
↓
漢
隷　
（
民
製
の
ル
ー
ト
）

　

し
か
し
、
因
果
関
係
が
な
い
二
つ
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
で
き
た
二
種
類
の
文

字
は
当
時
、
確
か
に
共
存
し
て
い
た
こ
と
が
事
実
で
あ
る
。
当
時
は
小
篆
と
い

う
正
体
字
と
秦
隷
の
よ
う
な
俗
体
字
は
一
体
ど
の
よ
う
な
実
態
で
あ
っ
た
か
の

問
題
も
あ
る
。
龍
崗
秦
簡
と
一
緒
に
出
土
し
た
龍
崗
木
牘
文
字
を
合
せ
て
検
討

す
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
思
う
。
こ
こ
で
、
龍
崗
秦
墓
に
出
土
し

た
竹
簡
文
字
と
木
牘
文
字

と
比
較
し
な
が
ら
、
二
者

の
相
違
点
や
役
割
分
担
を

説
明
し
た
い
。

　

龍
崗
木
牘
文
字
に
つ
い

て
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
は

龍
崗
秦
簡
と
同
じ
く
「
秦

隷
」
と
判
断
し
た
が
六

、

筆
者
は
そ
の
判
断
に
異
な

る
意
見
を
持
つ
の
で
、
ま

ず
当
該
木
牘
の
３
８
文
字

の
写
真
版
を「
説
文
解
字
」

の
小
篆
と
比
べ
て
検
討
し

よ
う
。

表Ⅱ：木牘文字の小篆との対照
 （　）の字＝当該字の金文；【　】の字＝当該字の異体字
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表
Ⅱ
は
龍
崗
木
牘
文
字
の
全
部
３
８
字
で
、
小
篆
と
比
べ
た
結
果
と
し
て
、

そ
の
字
形
は
秦
隷
で
は
な
く
、
小
篆
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
縦

長
方
形
の
字
形
と
筆
を
離
さ
ず
屈
曲
し
た
字
を
書
く
運
筆
で
あ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
研
究
者
が
最
も
強
調
す
る
文
字
の
構
造
も
い
く
つ
か
検
討
す
べ
き
点
が

あ
る
が
、
殆
ど
小
篆
で
あ
る
。

　

３
８
字
の
龍
崗
木
牘
文
字
の
な
か
に
、
典
型
的
な
篆
書
構
造
の
例
を
挙
げ
る

と
、最
も
目
立
つ
の
は
さ
ん
ず
い
偏
と
列
火
偏
で
あ
る
。
例
え
ば「
沙
」の「
氵
」

は
「

」
で
あ
っ
て
、
同
じ
龍
崗
秦
墓
に
お
け
る
簡
文
の
さ
ん
ず
い
偏
（「

」

簡164

）と
全
く
違
う
。
列
火
偏
の「
庶
」の
下
部
は
明
ら
か
に「
火
」に
な
っ
て
、

「
灬
」
で
は
な
い
（
勿
論
、
前
述
し
た
よ
う
に
秦
隷
に
も
こ
の
よ
う
な
篆
書
構

造
も
残
さ
れ
た
）。
ま
た
は
秦
隷
で
最
も
篆
書
構
造
に
離
れ
た
「
口
」
や
「
手
」

な
ど
の
構
成
要
素
は
、
こ
の
木
牘
文
字
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て

（
史
）
と

（
吏
）
の
字
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
他
に
「
為
」

「
申
」「
坐
」
な
ど
文
字
も
篆
書
構
造
の
ま
ま
で
変
わ
ら
な
い
。

　

次
に
、
当
該
木
牘
文
の
「
之
」「
不
」「
者
」「
令
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い

と
思
う
。
こ
れ
ら
の
何
文
字
か
の
字
画
は
、
篆
書
の
曲
線
か
ら
隷
書
の
直
線
に

な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
表
に
も
載
せ
た
、
こ
れ
ら
の
字
の
金

文
と
比
べ
て
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
篆
書
自
体
に
も
以
前
か
ら

自
然
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
篆
書
構
造
内
部
の
変
化
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
点
は
、
同
じ
篆
書
と
言
っ
て
も
、
石
刻
篆
書
・
金
文
篆

書
・
木
牘
篆
書
と
も
分
類
で
き
る
の
で
、
表
Ⅱ
に
基
準
と
す
る
篆
書
は
『
説
文

解
字
』
の
小
篆
で
あ
り
、
そ
れ
は
秦
代
の
石
刻
篆
書
と
も
言
え
、
金
文
や
木
牘

の
篆
書
と
の
相
違
が
あ
る
の
は
正
体
篆
書
と
俗
体
篆
書
の
違
い
だ
け
で
考
え
て

も
よ
い
。

　

最
後
に
龍
崗
木
牘
文
の
「
人
」
と
「
以
」
の
二
字
に
よ
っ
て
、「
隷
変
」
が

ど
の
よ
う
に
し
て
秦
代
篆
書
に
入
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。「
人
」

と
い
う
字
は
龍
崗
木
牘
文
に
、
篆
書
の

で
は
な
く
、

と
な
っ
た
。
こ
れ

と
関
連
し
て
「
以
」
は
も
と
㠯
と
同
文
で
あ
る
の
で
、
㠯
（
す
き
）
の
字
形
を

持
つ
。
し
か
し
、
そ
の
篆
書
構
造
に
つ
い
て
は
『
説
文
解
字
』
に

し
か
載

せ
て
な
い
が
、
段
玉
裁
の
注
に
よ
れ
ば
「
今
字
皆
作
以
、
由
隷
変
加
人
於
右
也
」

と
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
藤
堂
明
保
氏
は

の
字
例
を
出
し
た
の
で
、
表
Ⅱ

に
は
二
つ
の
篆
書
字
形
と
も
載
せ
た
。
こ
の
段
玉
裁
の
言
う
「
隷
変
」
し
た
篆

書
字
の
存
在
に
つ
い
て
、
龍
崗
木
牘
文
字
の

に
よ
っ
て
改
め
て
実
証
さ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
隷
変
」
は
あ
く
ま
で
篆
書
字
形
の
範
囲
内
で
の

変
化
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
す
る
こ
と
に
つ
い
て
裘
錫
圭
氏
は
下
の
よ
う
に
判
断

し
た
。「
従
秦
代
権
量
上
的
銘
文
、
就
可
以
清
楚
地
看
到
隷
書
侵
入
小
篆
領
域

的
情
況
。（
中
略
）
従
総
体
上
考
慮
、
這
種
草
率
銘
文
恐
怛
還
不
能
就
看
作

隷
書
。」
七

と
あ
る
。
同
じ
理
由
で
、
筆
者
は
龍
崗
木
牘
文
は
た
し
か
に
い
く
つ

か
の
「
隷
変
」
と
見
ら
れ
る
が
、
全
般
的
に
い
う
と
そ
れ
は
小
篆
で
あ
る
性
格

を
持
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
勿
論
、
龍
崗
秦
墓
Ｍ
６
の
身
分

が
低
い
墓
主
の
副
葬
品
と
す
る
木
牘
の
篆
文
は
当
時
に
秦
の
始
皇
帝
が
立
っ
た

顕
彰
碑
に
刻
ま
れ
た
正
体
篆
書
と
違
い
、
い
わ
ゆ
る
俗
体
篆
書
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
同
じ
身
分
の
墓
で
発
掘
さ
れ
た
副
葬
品
に
秦
隷
文
字
と
俗
篆
文
字

と
い
う
二
種
類
が
同
時
に
存
在
し
た
か
。
そ
の
答
え
は
二
種
類
の
文
字
副
葬
品
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の
性
格
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
龍
崗
木
牘
の
性
格
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に

よ
っ
て
、「
冥
判
」
説
や
「
告
地
策
」
説
な
ど
あ
る
が
、
そ
れ
は
墓
主
が
他
界

へ
行
く
身
分
証
明
書
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
で
一
致
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
同
じ
副
葬
品
で
あ
る
が
上
述
し
た
龍
崗
秦
簡
の
よ
う
な
生
前
所
持
品

と
比
べ
て
、
身
分
証
明
書
と
な
る
龍
崗
木
牘
が
よ
り
重
要
度
の
高
い
も
の
で

あ
る
と
判
断
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、「
比
較
庄
重
的
場
合
、
一
般
是
不
用
隷

書
的
。」
八

と
い
う
秦
代
の
世
風
を
含
め
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
当
時
の
人
間
は

普
通
の
場
合
で
は
隷
書
を
用
い
た
が
、「
比
較
庄
重
的
場
合
」
で
は
篆
書
を
用

い
た
こ
と
を
証
明
す
る
好
例
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
龍
崗
木
牘
と
龍
崗
秦
簡

と
を
同
一
の
墓
で
発
見
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
当
時
に
篆
書
と
隷
書
の
共
存
し

た
実
態
の
凝
縮
と
も
い
え
る
。

　
　

四　

古
文
と
「
其
」
の
古
文
法
の
使
用

　

龍
崗
秦
簡
の
文
字
は
上
述
し
た
よ
う
に
篆
書
風
が
濃
厚
な
字
形
だ
け
で
は
な

く
、
殷
・
周
以
来
の
古
文
字
も
大
い
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
龍
崗
秦

墓
出
土
文
字
に
関
す
る
一
つ
の
目
立
つ
特
徴
で
あ
る
。
龍
崗
秦
簡
文
字
を
含
む

出
土
秦
代
文
字
に
つ
い
て
、
郝
茂
氏
『
秦
簡
文
字
系
統
之
研
究
』（
新
疆
大
学

出
版
社
２
０
０
１
年
版
）
は
近
年
、
古
文
字
学
研
究
の
力
作
の
一
つ
で
あ
る
。

郝
茂
氏
の
一
大
貢
献
と
い
え
る
の
は
彼
が
す
べ
て
の
秦
簡
文
字
を
「
伝
承
字
」

と
「
新
出
字
」
と
い
う
二
類
に
分
類
し
た
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
伝
承
字
」

は
「
簡
文
書
写
年
代
之
前
的
古
文
字
中
已
具
有
相
同
結
構
成
分
的
秦
簡
文
字
」

で
あ
っ
て
、「
新
出
字
」
は
「
簡
文
書
写
年
代
之
前
的
古
文
字
中
還
没
有
出
現

同
構
者
的
秦
簡
文
字
」
九

を
指
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、郝
茂
氏
が
言
っ
た
「
簡

文
書
写
年
代
之
前
的
古
文
字
」
は
甲
骨
文
や
金
文
な
ど
の
文
字
で
あ
る
。
こ
の

二
分
類
に
よ
っ
て
、
郝
茂
氏
は
秦
代
出
土
文
字
の
な
か
に
「
伝
承
字
」
と
「
新

出
字
」
の
「
字
頻
」（
出
字
の
頻
度
）
に
関
す
る
比
較
研
究
を
行
っ
た
。
結
論

と
い
う
の
は
、「
伝
承
字
」
の
「
字
頻
」
は
４
０
．
４
０
で
あ
っ
て
、「
新
出
字
」

の
３
・
５
０
一
〇

の
１
１
倍
以
上
の
頻
度
に
至
る
。
つ
ま
り
、
郝
茂
氏
の
研
究
結

果
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
の
は
、
秦
代
の
出
土
文
字
の
構
造
は
殆
ど
甲
骨
文
や
金

文
を
引
き
延
ば
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
筆
者
は
、
こ
の
結
論
は
龍
崗

秦
墓
に
出
土
し
た
簡
牘
文
字
に
も
適
用
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　

龍
崗
秦
簡
に
は
古
文
字
が
よ
く
使
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
古
文
法
も
使
用

し
た
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
其
」
は
助
詞
の
「
之
」
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
用
例
は
睡
虎
地
秦
簡
に
も
見
え
る
が
、

漢
簡
・
漢
碑
の
文
字
資
料
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
古
い
文
法
で
あ
る
。
ま
ず

は
そ
の
用
例
を
挙
げ
よ
う
。

　

龍
崗
秦
簡
の
時
代
よ
り
や
や
早
い
睡
虎
地
秦
簡
の
字
例
、

　
「
此
二
物
其
同
居
・
典
・
伍
當
坐
之
。」（「
こ
の
二
種
の
犯
罪
者
の
同
居
者
や

里
典
や
同
伍
の
人
間
は
連
坐
す
る
べ
き
で
あ
る
。」）（
法
律
答
問
）

　

龍
崗
秦
簡
の
字
例
、

　
「
禁
毋
敢
取
耎
（
堧
）
中
獣
、
取
者
其
罪
與
盗
禁
中
【
同
】」（
簡274

）（
敢

え
て
堧
中
の
獣
を
取
っ
て
は
い
け
な
い
。
取
っ
た
人
間
の
罪
は
「
盗
禁
中
」
と

同
じ
く
（
罰
す
る
））
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ま
た
、
漢
簡
と
漢
碑
の
用
例
で
は
、

　
「
平
陵
其
城
小
而
縣
大
、
人
眾
甲
兵
盛
。」（「
平
陵
の
城
は
小
な
る
も
縣
は
大

な
り
て
、人
眾
く
甲
兵
盛
ん
な
り
。」）『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壹
）』
孫
臏
兵
法
）

　
「
不
在
此
其
中
者
」（「
此
の
中
に
在
ら
ざ
る
者
」）『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡（
壹
）』

守
法
守
令

　
『
漢
碑
集
釋
』
衡
方
碑
に
も
「
金
玉
其
相
。」（「
金
玉
の
相
。」（「
金
玉
」
の

文
は
『
詩
』
大
雅
・
棫
樸
を
参
照
）

　

こ
れ
ら
の
資
料
の
な
か
に
は
、
極
め
て
用
例
が
少
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
秦

簡
の
内
容
は
す
べ
て
当
時
に
使
わ
れ
た
律
令
で
あ
り
、
漢
簡
と
漢
碑
の
内
容
は

す
べ
て
先
秦
時
代
の
古
典
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

で
は
、
文
献
資
料
の
用
例
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。
先
秦
時
代
の
古
文
献
に

は
「
其
」
を
助
詞
の
「
之
」
と
し
て
使
う
例
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、『
尚

書
』
に
も
こ
の
よ
う
な
用
例
は
多
い
。
例
え
ば
「
康
誥
」
の
「
朕
其
弟
、
小
子

封
。」
や
「
尭
典
」
の
「
浩
浩
滔
天
、
下
民
其
咨
。」
の
な
か
の｢
其｣

の
用
例

は
、
い
ず
れ
も
「
之
」
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
、『
左
伝
』
に
は
こ
の
よ
う

な
用
例
が
わ
り
あ
い
多
い
の
で
、
そ
れ
を
挙
げ
て
み
る
。

　

 

桓
公
１
０
年
に
「
周
諺
有
之
、「
匹
夫
無
罪
、
懷
璧
其
罪
。」」（「
周
の
諺
に

こ
れ
有
り
「
匹
夫
罪
な
し
、
璧
を
懷
す
の
罪
な
り
。」）
と
あ
る
。

　

莊
公
２
２
年
に
「
此
其
身
」。（「
此
の
身
」）
と
あ
る
。

　

 

昭
公
３
年
に
「
彼
其
髮
短
而
心
甚
長
」。（「
彼
の
髮
は
短
く
も
、
心
は
甚
だ

長
し
」）
と
あ
る
。

　

 

昭
公
１
９
年
に
「
禳
之
、
則
彼
其
室
也
。」（「
之
を
禳
は
ば
則
ち
彼
の
室
な

り
。」）
と
あ
る
。

　
『
左
伝
』
に
出
て
い
る
「
之
」
の
意
で
使
え
る
「
其
」
の
用
例
は
、
特
に
昭

公
３
年
の
用
例
に
た
い
し
て
、
楊
伯
峻
氏
は
こ
の
「
其
」
を
「
之
」
と
し
て
使

う
文
法
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
一
一

。

　
「
こ
の
『
其
』
字
は
『
莊
子
』
山
本
篇
に
い
う
『
彼
其
道
遠
而
險
、又
有
江
山
、

我
無
舟
車
、
奈
何
』（「
彼
の
道
遠
く
し
て
險
、
又
江
山
有
り
。
我
に
舟
車
無
し
、

奈
何
せ
ん
。」）
と
相
近
い
。
も
う
一
つ
の
読
み
方
は
『
彼
』
で
切
る
。
す
な
わ

ち
『
左
伝
』
の
『
彼
』
は
廬
蒲

を
指
し
、『
荘
子
』
の
『
彼
』
は
南
越
建
德

の
国
を
指
し
、
特
に
こ
の
一
字
を
提
出
し
て
大
主
語
と
し
、
下
の
『
其
髮
』
と

『
其
道
』
は
小
主
語
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
読
め
ば
二
つ
の
文
章
の
筋
が
非
常

に
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
文
章
に
よ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う

な
読
み
方
は
採
用
で
き
な
い
。『
荘
子
』
人
間
世
篇
に
は
『
彼
其
所
保
與
眾
異
、

而
以
義
譽
之
、
不
亦
遠
乎
。』（「
彼
の
保
つ
所
、
眾
と
異
な
り
。
而
る
に
義
を

以
て
之
を
譽
む
る
は
亦
遠
か
ら
ず
や
。」）
と
あ
り
、『
史
記
』
屈
原
伝
に
は
『
又

怪
屈
原
以
彼
其
材
游
諸
侯
、
何
國
不
容
、
而
自
令
若
是
。』（「
又
怪
し
む
、
屈

原
、
彼
の
材
を
以
て
諸
侯
に
游
ば
ば
、
何
の
国
か
容
れ
ざ
ら
ん
、
而
る
に
自
ら

是
の
若
く
な
ら
し
む
る
を
。」）
と
あ
り
、『
彼
其
』
は
み
な
『
彼
之
』
の
意
で
、

『
其
』
を
『
之
』
と
し
て
用
い
る
。
し
か
も
『
彼
之
』
の
用
例
も
少
な
く
な
い
。

最
も
早
い
の
は
『
詩
』
邶
風
・
柏
舟
の
『
薄
言
往
愬
、
逢
彼
之
怒
』（「
薄し

ば言
ら

く
往
て
愬つ

ぐ

れ
ば
、
彼
の
怒
り
に
逢
ひ
ぬ
」）
が
あ
る
。
ま
た
『
荘
子
』
天
道
篇

に
『
悲
し
い
か
な
、
世
人
、
形
色
名
聲
を
以
て
、
以
て
彼
の
情
を
得
る
に
足
る

と
為
す
こ
と
。』（「
悲
夫
、
世
人
以
形
色
名
聲
為
足
以
得
彼
之
情
。」）
や
『
淮
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南
子
』
道
応
訓
に
『
若
彼
之
所
相
者
、
乃
有
貴
乎
馬
者
。』（「
彼
の
相
す
る
所

の
者
の
若
き
は
、
乃
ち
馬
よ
り
も
貴
き
者
あ
り
。」）
と
あ
る
の
は
み
な
十
分
に

証
拠
に
な
る
。
つ
ま
り
『
彼
其
』
は
『
其
』
を
『
之
』
と
し
て
用
い
て
い
る
の

は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。」

　

楊
伯
峻
氏
は
「
彼
其
」
を
「
彼
之
」
と
比
べ
た
上
に
「
其
」
を
「
之
」
と
す

べ
き
文
法
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
論
述
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
国
か
ら

漢
に
か
け
て
『
左
伝
』『
莊
子
』『
史
記
』
の
な
か
に
見
え
る
「
其
」
を
「
之
」

と
す
べ
き
文
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
楊

氏
の
研
究
に
は
ま
だ
出
土
文
字
の
資
料
を
使
用
し
て
い
な
い
の
で
、
秦
代
の
実

情
は
ど
う
な
っ
た
か
不
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
其
」
を
「
之
」
と
す
る
古
文

法
は
な
ぜ
「
彼
其
」
の
言
葉
に
だ
け
こ
だ
わ
る
の
か
の
疑
問
も
あ
る
。
龍
崗
秦

簡
文
字
の
特
徴
を
追
究
す
る
た
め
に
、
出
土
資
料
と
文
献
資
料
を
合
せ
て
、
以

下
い
く
つ
か
の
私
見
を
ま
と
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

一
つ
目
は
、「
其
」
を
「
之
」
と
す
る
文
法
は
『
史
記
』
の
著
者
が
よ
く
使

う
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、先
に
挙
げ
た
楊
伯
峻
氏
が
引
用
し
た『
史

記
』
屈
原
列
伝
の
「
太
史
公
曰
く
」
の
言
葉
遣
い
と
同
じ
用
例
が
、
ま
た
「
李

将
軍
伝
」
の
「
太
史
公
曰
く
」
の
「
彼
其
忠
実
心
誠
信
於
士
大
夫
也
？
」（「
彼

の
忠
実
の
心
、
誠
に
士
大
夫
に
信
ぜ
ら
れ
た
る
也
。」）
に
見
ら
れ
る
。　

　

二
つ
目
は
、「
其
」
を
「
之
」
と
す
べ
き
文
法
は
、
決
し
て
「
彼
其
」
と
い

う
言
葉
遣
い
だ
け
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
例
え
ば『
史
記
』五
帝
本
紀「
尭
又
曰
、

『
嗟
、
四
嶽
、
湯
湯
洪
水
滔
天
、
浩
浩
懐
山
襄
陵
、
下
民
其
憂
。』（「
尭
又
曰
く

『
嗟あ

あ

、
四
嶽
、
湯
湯
た
る
洪
水
天
に
滔は

び
こり

、
浩
浩
と
し
て
山
を
懐つ

つ

み
陵お

か

に
襄の

ぼ

る

は
、
下
民
の
憂
ひ
な
り
。』）
と
あ
り
、「
夏
本
紀
」
に
「
當
帝
尭
之
時
、
鴻
水

滔
天
、
浩
浩
懐
山
襄
陵
、
下
民
其
憂
。」（「
帝
尭
の
時
に
當
り
て
、
鴻
水
天
に

滔
り
、浩
浩
と
し
て
山
を
懐
み
、陵
に
襄
る
は
、下
民
の
憂
ひ
な
り
。」）
と
あ
る
。

三
つ
目
は
、『
史
記
』
に
残
さ
れ
る
「
其
」
を
「
之
」
と
す
る
文
法
は
当
時
の

古
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
上
述
し
た
「
五
帝
本
紀
」
と
「
夏
本
紀
」
の

言
葉
は
明
ら
か
に
司
馬
遷
が
『
尚
書
』
尭
典
の
文
字
か
ら
引
用
し
た
文
で
あ
る
。

遅
く
と
も
戦
国
時
代
に
で
き
た
「
尭
典
」
に
「
帝
曰
、『
咨
、
四
岳
、
湯
湯
洪

水
方
割
、蕩
蕩
懷
山
襄
陵
、浩
浩
滔
天
。
下
民
其
咨
、有
能
俾
乂
。』
僉
曰
、『
於
、

鯀
哉
。』」（「
帝
曰
く
、『
咨
四
岳
、
湯
湯
た
る
洪
水
、
方
く
割
ひ
、
蕩
蕩
と
し

て
山
を
懷
み
陵
に
襄
り
、
浩
浩
と
し
て
天
に
滔
る
。
下
民
の
咨
き
、
能
く
乂
め

俾
め
る
有
る
か
』
僉
曰
く
『
於
、
鯀
な
る
か
な
。』」）
と
あ
り
、
ま
た
、
私
の

調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
文
献
の
な
か
で
こ
の
「
其
」
を
「
之
」
と
し
て
使

う
文
法
は
、
秦
漢
時
代
に
は
す
で
に
珍
し
く
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、

秦
時
代
の
『
呂
氏
春
秋
』
と
前
漢
時
代
の
『
淮
南
子
』
と
も
こ
の
よ
う
な
用
例

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向

は
、
大
体
上
述
し
た
漢
簡
文
字
に
も
漢
碑
文
字
に
も
こ
の
よ
う
な
文
法
が
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
と
一
致
し
て
い
る
。

　

換
言
す
れ
ば
「
其
」
を
「
之
」
と
す
る
文
法
は
古
く
、
漢
代
に
な
る
と
こ
の

よ
う
な
言
葉
遣
い
は
段
々
用
い
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
の
文
人
の
な
か
に
も
古
文
を
引
用
し
た
り
、
司
馬
遷

の
よ
う
に
自
ら
も
「
彼
其
」
の
よ
う
に
古
い
言
葉
を
使
っ
た
り
し
て
い
た
が
、

一
方
で
は
、
多
く
の
文
人
は
や
は
り
『
淮
南
子
』
を
書
い
た
人
間
の
よ
う
に
、
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も
う「
彼
其
」の
か
わ
り
に「
彼
之
」と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
傾
向
は
、
ま
た
上
の
秦
漢
の
簡
牘
碑
刻
に
見
え
る
助
詞
の
『
之
』
と
す
べ

き
『
其
』
字
の
用
例
に
も
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
即
ち
「
其
」
を
「
之
」
と
す

る
用
例
は
確
か
に
秦
簡
に
は
少
な
く
な
い
が
、
漢
簡
と
漢
碑
の
な
か
に
、
古
典

を
引
用
し
た
文
を
除
け
ば
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
る
。

果
た
し
て
、
龍
崗
秦
簡
の
内
容
は
統
一
秦
代
の
律
令
で
あ
り
、
決
し
て
古
典
を

引
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
古
文
法
を
使
用
し
た
最
後
の
時
代
の
所
産
で

あ
る
。

　
　

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
龍
崗
秦
代
墓
地
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
文
字
と
木
牘
文
字
を
分
け
て

考
証
し
た
結
果
と
し
て
、
以
下
三
点
に
ま
と
め
る
。

　

第
一
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
な
か
で
強
調
さ
れ
た
当
該
竹
簡
の
秦

隷
文
字
は
、
大
分
篆
書
の
構
造
や
運
筆
か
ら
離
れ
た
と
い
う
判
断
と
違
っ
て
、

龍
崗
秦
簡
の
秦
隷
は
む
し
ろ
篆
書
か
ら
離
れ
た
初
期
の
「
古
隷
」
で
あ
る
と
評

価
す
れ
ば
適
切
で
あ
る
。

　

第
二
に
は
こ
れ
ま
で
龍
崗
木
牘
の
文
字
が
秦
隷
で
あ
る
と
い
う
認
定
に
は
、

学
界
に
は
異
議
が
な
か
っ
た
が
、
筆
者
は
そ
の
木
牘
文
字
を
一
字
ず
つ
篆
書
と

比
べ
て
検
討
し
た
結
論
は
、
そ
れ
ら
は
隷
書
で
は
な
く
、
ま
だ
篆
書
、
厳
密
に

い
う
と
俗
体
篆
書
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
木
牘
篆
書
文
字
と
竹
簡
秦
隷
文
字

が
同
じ
お
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
は
、
秦
王
朝
の
時
代
に
基
層
社
会
に
お
け
る

秦
隷
と
篆
書
が
同
時
に
使
わ
れ
た
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。

　

第
三
に
は
、
龍
崗
秦
簡
文
字
は
大
い
に
先
秦
時
代
以
来
の
「
伝
承
字
」
を
使

用
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
「
其
」
と
い
う
助
詞
を
「
之
」
と
す
る
古
い
文

法
も
残
さ
れ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
の
結
論
に
よ
っ
て
、
龍
崗
秦
墓
か
ら
発
見
さ
れ

た
竹
簡
と
木
牘
文
字
の
特
徴
は
大
体
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
当
該
文
字
の
古

代
中
国
文
字
史
上
の
位
置
も
わ
か
っ
た
と
思
う
。

注
：

　

一　

 

本
稿
で
使
用
し
て
い
る
簡
の
番
号
は
み
な
出
土
番
号
で
あ
る
。

　

二　

 

秦
制
の
１
尺
＝
約
現
在
の
２
３
・
１
㎝
（
丘
光
明
等
著
『
中
国
科
学
技

術
史
』（
度
量
衡
巻
）科
学
出
版
社
２
０
０
１
年
版
）ｐ
１
７
９
を
参
照
。

　

三　

 

裘
錫
圭
『
文
字
学
概
要
』
商
務
印
書
館
１
９
８
８
年
ｐ
６
８
に
「
在
秦

国
文
字
的
俗
体
裏
、
用
方
折
的
筆
法
改
変
正
規
篆
文
的
圓
轉
筆
道
的
風

気
頗
為
流
行
。
有
些
字
僅
僅
由
於
這
種
変
化
、
就
有
了
濃
厚
的
隷
書
意

味
。」
と
あ
る
。

　

四　

 

冨
谷　

至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
（
譯
注

篇
）』（
朋
友
書
店
二
〇
〇
六
年
十
月
版
）
緒
言
（
ｐ
１
６
）
に
「
律
令

は
鎮
墓
、
辟
邪
の
目
的
で
副
葬
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
法
律
に
關
し
て
い

え
ば
、
現
世
に
お
い
て
惡
し
き
行
為
の
威
嚇
と
し
て
の
效
果
を
も
つ
律

や
令
が
、
黄
泉
の
世
界
で
の
邪
気
・
惡
靈
に
對
す
る
威
嚇
に
轉
用
し
た

も
の
、つ
ま
り
魔
除
け
、辟
邪
の
目
的
が
副
葬
品
と
し
て
の
法
律
で
あ
っ
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た
と
。」
と
あ
る
。

　

五　
『
文
物
』
２
０
０
３
年
１
期
ｐ
２
２
。

　

六　

 
前
掲
劉
信
芳
・
梁
柱
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
ｐ
４
７
に
「
牘
文
為
很
工
整

的
隷
書
、
一
筆
不
苟
、
分
写
両
行
。」
と
あ
る
。
李
学
勤
「
雲
夢
龍
崗

木
牘
研
究
試
釋
」（『
簡
牘
学
研
究
』
第
一
輯
、
甘
粛
人
民
出
版
社
１
９

９
７
年
、の
ち『
龍
崗
秦
簡
』（
中
華
書
局
二
〇
〇
一
年
に
収
入
）に「
字

体
為
秦
隷
」
と
し
た
。

　

七　

裘
錫
圭
『
文
字
学
概
要
』
商
務
印
書
館
１
９
８
８
年
ｐ
７
２
を
参
照
。

　

八　

同
上
ｐ
７
２
を
参
照
。

　

九　

 『
秦
簡
文
字
系
統
之
研
究
』（
新
疆
大
学
出
版
社
２
０
０
１
年
版
）
ｐ
１

６
。

一
〇　

同
上
、
ｐ
３
５
。

一
一　

楊
伯
峻
『
春
秋
左
伝
注
』（
中
華
書
局1981

年
）p1242-1243

。

七
七


